
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４次河内長野市行財政改革大綱 

平成２７年度版実施計画書（主要項目一覧）（案） 

大阪府河内野市 



改革の視点 重点項目 取組み項目 実施項目 実施計画内容
Ｈ27スケ
ジュール

所管部署名 細事業名
本編
ページ

Ⅰ．協働型
行政の推
進

市民協働
の促進

多様な協働
の促進

産学官民の連
携によるまちづく
りの推進

本市産業のキーマンが意見交換や発展的な議論を行う
産業パートナーズ会議を随時開催し、産学官の連携・協
力を進めます。

実施 産業政策課 産業政策課
管理事業

4

Ⅰ．協働型
行政の推
進

市民協働
の促進

多様な協働
の促進

産学官民の連
携によるまちづく
りの推進

南海電鉄などと、教育・子育て支援、定住・転入の促進、
観光振興などの分野において連携協力することで、まち
の活性化を図ります。

実施 政策企画課 プロジェクト
推進事業

4

Ⅰ．協働型
行政の推
進

市民協働
の促進

多様な協働
の促進

地域活性・交流
拠点の活用

産業展の開催などにより、奥河内くろまろの郷を産業の
魅力情報発信拠点として位置づけ、市内地域産業のＰＲ
や商機拡大の拠点として活用します。

実施 産業政策課 商工業振興
事業

4

Ⅰ．協働型
行政の推
進

危機事象
への対応

安全で安心
できるまちづ
くりの推進

防犯環境の充
実

防犯環境の充実のため、市が管理する防犯灯及び自治
会が管理する防犯灯のLED化を平成２６年度から５か年
計画で実施し、平成２７年度は１２６自治会で約２，４００
灯をＬＥＤ化します。

実施 自治振興課 防犯灯設
置・維持管
理事業

5

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

事業優先度
の明確化

行政評価システ
ムの充実

第５次総合計画の推進を支援するツールとして、より有
用なものとなるよう、妥当性・効率性・有効性などの評価
項目や、評価を実施する際の単位などについて検証し、
必要に応じて見直しを行うことで行政評価システムの充
実を図ります。

実施 行政改革課 行財政改革
事業

6

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２６年度実施
分）

【副反応等の情報提供】予防接種の副反応のリスク等を
周知するため、医学的専門家（医師等）に意見を聴きな
がら、予防接種手帳への掲載以外にも、市のホームペー
ジへの掲載、厚生労働省や消費者団体からの情報（ＨＰ）
の集約など、情報提供に努めます。

実施 健康推進課 予防接種事
業

7

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２６年度実施
分）

【駐車場の有効活用】市営住宅の空き駐車場について、
有効活用が可能な団地においては、実施に向けた検討
を行います。

検討 都市創生課 市営住宅維
持管理事業

7

1



改革の視点 重点項目 取組み項目 実施項目 実施計画内容
Ｈ27スケ
ジュール

所管部署名 細事業名
本編
ページ

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２６年度実施
分）

【ネットワークの強化】社会教育関連事業を推進していく
中で、社会教育の担当課が単独で事業を実施するので
はなく、関係各課と調整しながら、庁内の連携を強化して
いきます。また、各地域団体やＮＰＯ法人などの民間団体
とも、順次調整を行い、ネットワークを広げていきます。

実施 ふるさと交
流課

一般対象事
業

7

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２６年度実施
分）

【優先利用、公益性を認める基準の明確化】スポーツ施
設の優先利用を認める（公益性を認める）基準について、
現在は教育委員会の後援の有無を判断基準としている
ほか、計画的かつ効率的な施設利用のため「スポーツ施
設貸出基準」を設けて、貸出優先順位を定めています。
今後、法務上の整理を行い、現存の基準の見直しを進
め、誤解を招かない基準へ改め、明確化します。また、減
免の基準についても、今後は教育委員会において毎年
基準の確認・審査を行い、上記基準とあわせて明確化し
ます。

実施 文化・ス
ポーツ振興
課

スポーツ施
設管理運営
事業

7

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２６年度実施
分）

【市民団体との協働の推進】引き続き、事業内容の発信、
地域団体への働きかけを行うとともに、協力団体が自ら
の目的も果たしながら放課後子ども教室事業に参加でき
るような環境整備を進めるなど、地域主導での事業実施
に向けて取り組みます。

実施 青少年育成
課

放課後子ど
も教室事業

7

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２６年度実施
分）

【課題解決型図書館への転換】知識と教養を高めるため
の図書館から、子育て、健康やビジネスなどの市民・地
域の課題解決に役立つ情報を提供する課題解決型図書
館への転換を進めます。このため、図書館の資料収集方
針のもと、知識と経験を積んだ司書によって市民・団体利
用者のニーズが反映されて構築された蔵書を中心に
サービスを展開します。また、関係機関やボランティアと
の連携を進めるほか、情報発信を効果的に行うため、広
報紙をはじめホームページやメールマガジンなどを用い
た積極的な図書館サービスのPRに努めます。

実施 図書館 図書館内
サービス事
業

8

2



改革の視点 重点項目 取組み項目 実施項目 実施計画内容
Ｈ27スケ
ジュール

所管部署名 細事業名
本編
ページ

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２６年度実施
分）

【補助金交付の公益性担保】平成２７年度に実施予定の
集会所を管理する自治会へのアンケート調査の結果や
自治会の会則等で、加入状況や活動内容の把握に努め
ます。その上で、集会所がより公益性の高い地域拠点と
なるよう、助成対象の審査基準及び優先順位見直しの検
討や、自治会の意識啓発、コミュニティ活動の推進を図り
ます。

実施 自治振興課 集会所整備
補助事業

8

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２６年度実施
分）

【地域のボランティア等の協力を】高齢者の生活を支える
ための生活支援サービスの充実に向け、平成２９年度ま
でに生活支援コーディネーターを配置し、高齢者のニー
ズ調査やそれに応えるボランティア等の育成について検
討します。

検討 いきいき高
齢課

１次予防事
業

8

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２５年度実施
分）

【地域包括支援センター活動拡大】高齢者数の増加と介
護保険法等の改正に伴う新たな施策の実施に向けて、
第６期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基
づく地域包括支援センターの基盤強化を図るため、各セ
ンターの職員増員を行います。

実施 いきいき高
齢課

地域包括支
援センター
運営事業

8

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２５年度実施
分）

【受益者負担見直しの検討】市立福祉センター利用にお
けるカラオケ設備などの使用料について、受益者負担の
適正を図ります。

実施 いきいき高
齢課

市立福祉セ
ンター管理
運営事業

8

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２５年度実施
分）

【中長期的な施設運営方針の検討】有識者や専門家など
の意見を取り入れながら施設の運営に係る中長期的な
方針について検討し、その方針に基づいて指定管理者と
協議を行いながら、施設が総合的な地域コミュニティ形成
の場となるよう取り組みます。

検討 クリーンセ
ンター環境
事業推進課

日野コミュ
ニティセン
ター管理運
営事業

8

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２５年度実施
分）

【所得に応じた負担金の徴収】放課後児童会の負担金
は、同一サービス同一料金という考え方が主流であり、
現在のところは所得に応じた負担金の徴収は行っており
ませんが、今後の国・府の制度見直しの動向を注視しな
がら検討を行います。また、生活保護世帯・住民税非課
税世帯に対する全額減免、住民税所得割非課税世帯に
対する半額減免は引き続き実施します。

検討 青少年育成
課

放課後児童
会運営事業

8

3



改革の視点 重点項目 取組み項目 実施項目 実施計画内容
Ｈ27スケ
ジュール

所管部署名 細事業名
本編
ページ

Ⅱ．行政運
営の改革

成果重視
の行政経
営の推進

外部評価の
導入

外部評価結果
の反映状況（平
成２５年度実施
分）

【人材の発掘】各地域における地域人材の活動状況や、
人材の発掘方法などの情報収集を行います。また、学校
支援や楽習室事業などに協力していただける人材の発
掘を、地域と行政が協力しながら進めていきます。

実施 ふるさと交
流課

ふるさと交
流課管理事
業

9

Ⅱ．行政運
営の改革

事業の実
施体制の
最適化

外部委託・
民間活用

指定管理者制
度の活用・充実

市営斎場を使用する市民のニーズに、より効果的かつ効
率的に対応してまいります。そのため、同斎場の管理運
営に民間の能力やノウハウを幅広く活用し、市民サービ
スの向上と経費の節減を図ることを目的に、指定管理者
制度を導入し、事業者の選定を行います。

検討 環境政策課 市営斎場管
理事業

10

Ⅱ．行政運
営の改革

事業の実
施体制の
最適化

広域連携・
広域行政の
推進

既存事務の拡
充

個人住民税をはじめとした地方税の滞納額のさらなる縮
減を図るため、平成２７年４月に大阪府及び府内２７市町
村で大阪府域地方税徴収機構を設立し、参加市町から
引き継ぎを受けた滞納事案に対して、府、市、町が共同
で積極的に滞納整理を進めます。

実施 税務課 税務課管理
事業

10

Ⅱ．行政運
営の改革

事業の実
施体制の
最適化

広域連携・
広域行政の
推進

既存事務の拡
充

より一層の事務効率化及び専門性の確保を目的として、
平成２７年４月から河内長野市、富田林市、大阪狭山市、
太子町、河南町及び千早赤阪村の３市２町１村で公平委
員会を共同設置します。

実施 総合事務局 総合事務局
管理事業

11

Ⅱ．行政運
営の改革

サービス提
供方法の
最適化

サービスの
提供方法な
どの見直し

窓口サービスの
改善

平成２８年１月から配布が開始されるマイナンバーカード
の普及に努め、カードを利用した証明書等のコンビニ交
付サービスの導入を検討します。その中で市役所以外で
の証明発行の体制を含め、窓口センターのあり方を検討
します。

検討 市民窓口課 市民窓口課
管理事業

12

Ⅱ．行政運
営の改革

サービス提
供方法の
最適化

サービスの
安定継続

事業継続計画
の策定

事業継続計画(BCP)が策定されたのち、ＰＤＣＡサイクル
によるチェックを各部局・課で約１年間かけて行い、平成
２７年度での完成をめざします。

実施 危機管理課 地域防災計
画推進事業

12

Ⅱ．行政運
営の改革

サービス提
供方法の
最適化

IＣTの利活
用

業務の電子化 消防救急無線のデジタル化整備を実施し、平成２７年度
より運用開始します。

実施 消防総務課
警防課

消防通信指
令システム
管理事業・
更新事業

12

4



改革の視点 重点項目 取組み項目 実施項目 実施計画内容
Ｈ27スケ
ジュール

所管部署名 細事業名
本編
ページ

Ⅱ．行政運
営の改革

サービス提
供方法の
最適化

IＣTの利活
用

情報セキュリティ
の維持・向上

バックアップデータの保管について、遠隔地保管とは別に
庁外施設へデータを保管することで、バックアップの強化
を図ります。

検討 行政改革課 情報化安全
対策事業

12

Ⅱ．行政運
営の改革

人材育成 やる気を高
める職場環
境の整備

職員提案制度
の活性化

【市民サロンに河内長野魅力発信のための棚設置】
展示用の棚の設置について、構造上の安全性や、市民
サロンの今後の利用方法を検討した上で、設置に向け検
討します。

検討 資産活用課 庁舎管理事
業

14

Ⅲ．持続可
能な財政構
造の実現

財源の確
保

歳入の確保 定期的な使用
料・手数料の見
直し、受益者負
担の適正化

市立福祉センター利用におけるカラオケ設備などの使用
料について、受益者負担の適正化を図ります。

実施 いきいき高
齢課

市立福祉セ
ンター管理
運営事業

15

Ⅲ．持続可
能な財政構
造の実現

財源の確
保

歳入の確保 定期的な使用
料・手数料の見
直し、受益者負
担の適正化

小山田地域福祉センターにおけるカラオケ設備などの使
用料について、受益者負担の適正化を図ります。

実施 いきいき高
齢課

小山田地域
福祉セン
ター管理運
営事業

15

Ⅲ．持続可
能な財政構
造の実現

財源の確
保

歳入の確保 定期的な使用
料・手数料の見
直し、受益者負
担の適正化

清見台地域福祉センターにおけるカラオケ設備などの使
用料について、受益者負担の適正化を図ります。

実施 いきいき高
齢課

清見台地域
福祉セン
ター管理運
営事業

15

Ⅲ．持続可
能な財政構
造の実現

財源の確
保

既存事業の
見直し

事務事業経費
の削減

公立保育所において、１歳児の保育士配置基準を、４：１
から５：１に変更します。

実施 子ども子育
て課

公立保育所
運営事業

17

Ⅲ．持続可
能な財政構
造の実現

財源の確
保

補助金など
の適正化

補助金・交付
金・扶助費等の
見直し

平成２７年度から寝具洗濯乾燥サービス助成対象者にか
かる所得制限を設けます。

実施 いきいき高
齢課

寝具洗濯乾
燥サービス
助成事業

18

Ⅲ．持続可
能な財政構
造の実現

財源の確
保

補助金など
の適正化

補助金・交付
金・扶助費等の
見直し

平成２７年度から訪問理容サービス助成対象者にかかる
所得制限を設けます。

実施 いきいき高
齢課

訪問理容
サービス事
業

18

5



改革の視点 重点項目 取組み項目 実施項目 実施計画内容
Ｈ27スケ
ジュール

所管部署名 細事業名
本編
ページ

Ⅲ．持続可
能な財政構
造の実現

財源の確
保

補助金など
の適正化

補助金・交付
金・扶助費等の
見直し

民間保育所において、１歳児保育士配置基準を４：１から
５：１へ変更します。

実施 子ども子育
て課

民間保育所
運営支援事
業

19

Ⅲ．持続可
能な財政構
造の実現

財源の確
保

補助金など
の適正化

補助金・交付
金・扶助費等の
見直し

水道料金などの福祉減免制度について見直しを実施し、
関係団体への周知等に努めます。

実施 子ども・福
祉部

各課管理事
業

19
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